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令和３年白老町議会定例会８月会議会議録 

 

令和３年 ８月２７日（金曜日） 

   開  議  午前１０時００分 

   散  会  午前１０時２２分 

                                         

○議事日程 第１号 

第 １ 会議録署名議員の指名 

第 ２ 議会運営委員会委員長報告 

第 ３ 行政報告について 

第 ４ 議案第 １号 工事請負契約の締結について（萩野小学校大規模改修（建築主体） 

Ⅰ期工事（第２工区）） 

第 ５ 報告第 １号 専決処分の報告について（工事請負契約の金額の変更について） 

第 ６ 陳情第 １号 白老町民温水プールの管理に関する陳情 

                                         

○会議に付した事件 

議案第 １号 工事請負契約の締結について（萩野小学校大規模改修（建築主体）Ⅰ期工事 

（第２工区）） 

報告第 １号 専決処分の報告について（工事請負契約の金額の変更について） 

陳情第 １号 白老町民温水プールの管理に関する陳情 

                                         

○出席議員（１４名） 

 １番 久 保 一 美 君       ２番 広 地 紀 彰 君        

 ３番 佐 藤 雄 大 君       ４番 貮 又 聖 規 君        

 ５番 西 田 祐 子 君       ６番 前 田 博 之 君        

 ７番 森   哲 也 君       ８番 大 渕 紀 夫 君        

 ９番 吉 谷 一 孝 君      １０番 小 西 秀 延 君       

１１番 及 川   保 君      １２番 長谷川 かおり 君       

１３番 氏 家 裕 治 君      １４番 松 田 謙 吾 君 

                                         

○欠席議員（なし） 

                                         

○会議録署名議員 

  １番 久 保 一 美 君      ２番 広 地 紀 彰 君 

３番 佐 藤 雄 大 君   

                                         

○地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 
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     町 長    戸 田 安 彦 君 

     副 町 長    古 俣 博 之 君 

     副 町 長    竹 田 敏 雄 君 

     教 育 長    安 藤 尚 志 君 

     総 務 課 長    高 尾 利 弘 君 

          企 画 財 政 課 長        大 塩 英 男 君 

     政 策 推 進 課 長    冨 川 英 孝 君 

     産 業 経 済 課 長    工 藤 智 寿 君     

     生 活 環 境 課 長    三 上 裕 志 君 

     町 民 課 長    久 保 雅 計 君 

     建 設 課 長    舛 田 紀 和 君 

     健 康 福 祉 課 長    下 河 勇 生 君 

     学 校 教 育 課 長    鈴 木 徳 子 君 

     病 院 事 務 長    村 上 弘 光 君 

     消 防 署 長    早 弓   格 君 

                                      

〇職務のため出席した事務局職員 

     事 局 長    本 間   力 君 

     主 査    八木橋 直 紀 君 

     書 記    神   綾 香 君 
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◎開議の宣告 

○議長（松田謙吾君） 本日８月27日は休会の日ですが、議事の都合により、特に定例会８月

会議を再開いたします。 

これより、本日の会議を開きます。 

（午前１０時００分） 

                                         

◎会議録署名議員の指名 

○議長（松田謙吾君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

本日の会議録署名議員は、会議規則第109条の規定により、議長において、１番、久保一美

議員、２番、広地紀彰議員、３番、佐藤雄大議員を指名いたします。よろしくお願いいたしま

す。 

                                        

◎議会運営委員長報告 

○議長（松田謙吾君） 日程第２、議会運営委員長報告をいたします。 

議会運営委員会委員長から、本日の会議前に開催した議会運営委員会での、本会議の運営に

おける協議の経過と結果について、報告の申し出がありましたので、これを許可いたします。 

議会運営委員会小西秀延委員長。 

〔議会運営委員会委員長 小西秀延君登壇〕 

○議会運営委員会委員長（小西秀延君） 議長の許可をいただきましたので、本日の本会議前

に行った議会運営委員会の経過と結果についてご報告いたします。 

令和３年白老町議会定例会は、９月30日まで休会中でありますが、会議条例第６条第３項の

規定により休会中にかかわらず議事の都合により８月会議を開くこととしたところでありま

す。 

 本委員会での協議事項は、令和３年定例会８月会議の運営の件であります。 

 町長の提案に係るものとして工事請負契約１件、専決の報告１件の議案２件であります。担

当課長からその概要について説明を受けた後、いずれも本日の議事日程といたしました。 

 次に議会関係として、陳情１件を予定しております。陳情第１号は白老町民温水プールの管

理に関する陳情でありますが、会議規則第76条第１項及び第77条の規定に基づき、総務文教常

任委員会へ付託することにいたしました。 

このことから８月会議の再開は本日１日間とするものであります。 

 以上、議会運営委員長の報告といたします。 

○議長（松田謙吾君） 議会運営委員長の報告がありました。 

 委員長報告に対し質疑はございませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松田謙吾君） 質疑なしと認めます。 

 これで委員長報告は報告済みといたします。 
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      ◎行政報告 

○議長（松田謙吾君） 日程第３、行政報告を行います。 

 町長から行政報告の申し出がありますので、これを許可いたします。 

 戸田町長。 

            〔町長 戸田安彦君登壇〕 

○町長（戸田安彦君） 令和３年白老町議会定例会８月会議の再開にあたり行政報告を申し上

げます。 

 はじめに、「町立病院改築事業」についてであります。 

 白老町立国民健康保険病院改築事業につきましては、７月会議において関係予算の可決をい

ただきましたことから、８月３日に公募型プロポーザル実施に係る公告を行いました。 

これまでに実施要領の配布、参加要件に関する質疑応答を行い、現在、設計施工業者から本

事業への参加表明を受け付けているところであります。 

 これから、事業者選定に向けた取組等を順次進めてまいりますので、その進捗状況につきま

しては、今後、適宜お知らせしてまいります。 

 次に、「パラリンピックの聖火リレー採火式」についてであります。 

８月16日に東京2020パラリンピック聖火リレー「しらおい多文化共生の火」採火式が無観客

にて、白老アイヌ民族記念広場において開催されました。 

当日は、一般社団法人白老アイヌ協会の協力のもと、多文化共生をテーマにアイヌ伝統儀式

「カムイノミ」を行った後に採火されました。 

新型コロナウイルス感染症の拡大により、北海道における集火・出立式については、オンラ

インでの開催となりましたが、本町の想いを込めて採火した「多文化共生の火」が、パラリン

ピック大会を照らす聖火となり、大会成功につながることを祈っております。 

次に、「新型コロナウイルスワクチンの接種状況」についてであります。 

本町におけるワクチン接種券の発送につきましては、ワクチンの供給状況を踏まえつつ、年

代ごとに区切って発送を進めてきたところでありますが、８月18日をもって、すべての対象者

の方に発送を終えたところであります。 

接種率につきましては、８月23日時点における対象者、１万5,440人に対して、１回目の接種

を終えた方が73.4％、２回目の接種を終えた方が63.1％であり、引き続き、９月30日までを１

つの区切りとして、集団・個別接種を進めてまいります。 

なお、10月以降の接種体制については、町内の医療機関をはじめ、近隣自治体と連携を図り

ながら、引き続き接種体制の構築に努めてまいります。 

最後に、「行政事務の郵便局への包括委託」についてであります。 

８月25日に日本郵便株式会社及川裕之北海道支社長の出席のもと、道内では初めてとなる包

括委託契約を締結しました。 

白老町行財政改革推進計画に掲げる「窓口サービスの利便性向上」「民間活力の活用」の取組

の１つとなるもので、本年10月１日より社台、萩野、竹浦、虎杖浜の各郵便局を行政事務取扱
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局に指定し、住民票の写しや納税証明書等の公的証明書の交付業務及び国民健康保険税や後期

高齢者医療制度関係等の各種申請書、届出書の受付などの行政事務の取扱いを開始致します。

今後は有料ゴミ袋や地域公共交通定期券等の販売事務についても取扱いを予定しております。 

 なお、本８月会議には、議案１件、報告１件の提案を申し上げておりますので、よろしくご

審議賜りたいと存じます。 

○議長（松田謙吾君） これで行政報告を終わります。 

                                          

      ◎議案第１号 工事請負契約の締結について            

○議長（松田謙吾君） 日程第４、議案第１号 工事請負契約の締結について（萩野小学校大

規模改修（建築主体）Ⅰ期工事（第２工区））を議題に供します。 

提案の説明を求めます。 

大塩企画財政課長。 

○企画財政課長（大塩英男君） 議案第１号でございます。議１－１をお開きください。 

工事請負契約の締結について。 

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和39年条例第７号）第

２条の規定に基づき、次のとおり工事請負契約を締結するものとする。 

 令和３年８月27日提出。白老町長。 

 １、契約の目的、萩の小学校大規模改修（建築主体）Ⅰ期工事（第２工区）。 

２、契約の方法、制限付一般競争入札。 

 ３、契約の金額、１億868万円。 

４、契約の相手方、岩崎・鈴木特定建設工事共同企業体、代表者、白老郡白老町字社台2271

番地の３、株式会社岩崎組代表取締役清水尚昭。構成員、白老郡白老町東町２丁目３番11号、

鈴木建設株式会社代表取締役鈴木研生。 

５、契約保証金、白老町契約に関する規則第35条第２号の規定により免除。 

 続きまして、議１－２をお開きください。議案説明でございます。 

１、工事場所、白老郡白老町字萩野286番地。 

２、完成期限、令和４年１月21日。 

３、工事概要、萩野小学校は、建築後約40年程度経過しており、施設の老朽化による損耗・

機能低下に対する改修を行うとともに耐震性の低い校舎棟については、施設機能を別の校舎棟

へ移設するための教室改修を実施し、建物の機能・耐久性の確保を図ることとし、本工事の第

２工区において校舎６－４、６－５棟の内外装改修工事と、校舎25棟の外部改修工事を施工す

るものである。 

（１）工事範囲①、６－４、６－５棟（ＲＣ造２階建て：施設保有面積640平方メートル）。

（外部）屋根張替え、外壁塗装、アルミサッシ改修など。（内部）放送室、図書室、理科室、家

庭科室など教室整備における床・壁・天井の張替え及び塗装改修ほか、収納棚、書架、実験台・

調理台ほか家具新設。工事範囲②、25棟（ＲＣ造２階建て：施設保有面積719平方メートル）。

（外部）屋根張替え、外壁塗装改修など。 
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（２）その他、本施設の大規模改修においては、校舎内のＬＥＤ照明化、電気暖房機器の更

新、男女トイレ洋式化、多目的トイレの新設整備等を別途全体工事において改修する予定でご

ざいます。 

 次ページ以降に配置図、平面図等を添付してございますので、ご確認いただければと思いま

す。 

 続きまして、入札の経過でございます。さる、７月20日に白老町公告第10号による制限付一

般競争入札の公告を行い、７月21日から28日まで入札参加資格の申込みを受け付けました。そ

の結果、川田・鈴木ホーム特定建設工事共同企業体、岩崎・鈴木特定建設工事共同企業体の２

つの特定建設工事共同企業体の申込みがあり、８月19日に入札を行ったところでございます。

落札者は、岩崎・鈴木特定建設工事共同企業体であります。落札率でございますが、予定価格

１億1,060万5,000円に対し、落札額が１億868万円でございますので、落札率は98.2％となって

おります。本工事は萩野小学校の大規模改修工事ということで、現在の萩野小学校の児童数に

つきましては130名、今後の見込みで５年後になるのですが、萩野小学校の児童数は110人と見

込んでいるところでございます。以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほ

どお願い申し上げます。 

○議長（松田謙吾君） 提案の説明が終わりました。 

これより本案に対する質疑を許します。質疑のあります方はどうぞ。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松田謙吾君） なければ私から１点だけ、この工事にかかわるわけではないのですが、

質問しておきたいと思います。私も萩野小学校の卒業生です。萩野小学校も１番多いときは980

名くらいと私は記憶しております。それが今は130名、近々110名になるということです。その

後の今の少子化状態からいくと、もっともっと減ってくると思います。そして、そうなったと

き点で虎杖浜、竹浦地区の子供がどんどん減ってしまう、このときに10年後か15年後にまたさ

らに学校統合の問題が出てくると思います。私は今日この工事と関係なく聞いておきたいので

すが、今、虎杖浜も竹浦も萩野中学校と統合しております。将来の子供の数からいくと虎杖浜

も20名を切っていると思うのです。竹浦もそうだと思います。そうなると10年後、15年後くら

いにさらに統合問題が出てくるだろうと思います。安平町だって小学校が今なくなるという話

が新聞等で言われております。そういうことを視野に入れると今、第Ⅰ期工事に１億円をかけ

て第Ⅱ期、第Ⅲ期工事にかけるとなると３億円以上かける、そうやってその後にまたこの統合

の問題が出てくるときに、どういう考えを持っているのか。学校の在り方、小学校の在り方、

将来計画の考え方をどう捉えているのかお聞きしておきたいと思います。将来の子供の減少の

考え方と小学校の統合の考え方をお聞きしておきたいと思います。 

安藤教育長。 

○教育長（安藤尚志君） 議長から今後の学校の適正配置についてのご質問をいただきました。

このことについては今、議長がおっしゃるとおりで現状の子供たちの出生数を見たときに町内

の学校数が現状のままでいいのかということについては、やはり大きな課題があるのではない

かと思っています。ただ、これまでも議会の中で何回かそういうご質問をいただき、そのたび
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に私もお答えしてまいりましたけれども単純に今、少子化になったので小さくなったのですぐ

学校を統合しようということではなく、地域における学校の役割、それは教育の場でありなが

ら、なおかつ地域住民の方々のいろいろな災害も含めて安全確保というか、そういう機能も担

っていることも事実であります。ですから、子供たちの望ましい教育環境と地域における学校

の位置づけ、在り方、この辺りを十分に考えながら検討していかなければならない課題だと考

えております。いずれにしても今の状況でこのままずっと何十年も進むということは、なかな

か難しいのではないかと思います。短期的に申し上げますとＩＣＴの関係で少人数の学校であ

りながら、そういう機器を利用して様々な課題を克服していけるという環境もまた生まれてき

ているのも事実です。今、近々に学校の在り方をすぐ結論づけるというよりも、今後の子供た

ちの状況の推移、今は実際に教育委員会としても親あるいは地域の方々の考え方をヒアリング

といいますか様々な機会を通して意見を聞いております。このことについては、今後もコロナ

が一定収束した中で続けていきたいと思います。議長からいただきましたご意見については、

我々も十分に重く受け止めながら今回、萩野小学校の施設を有効活用できるように取り組んで

まいりたいと思っております。 

○議長（松田謙吾君） ほかにございませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松田謙吾君） 質疑なしと認めます。 

これをもって、質疑を集結いたします。 

これより討論に入ります。討論はありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松田謙吾君） 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 採決いたします。 

 議案第１号 工事請負契約の締結について（萩野小学校大規模改修（建築主体）Ⅰ期工事（第

２工区））、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

            〔挙手全員〕 

○議長（松田謙吾君） 全員賛成。 

よって、議案第１号は原案のとおり可決されました。 

                                          

      ◎報告第１号 専決処分の報告について 

○議長（松田謙吾君） 日程第５、報告第１号 専決処分の報告についてを議題に供します。 

 提案の説明を求めます。 

 大塩企画財政課長。 

○企画財政課長（大塩英男君） 報告第１号でございます。報１－１をお開きください。 

専決処分の報告について。 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第１項の規定により、議会において指定されてい

る下記事項について、別紙のとおり専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。 
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 令和３年８月27日提出。白老町長。 

 記、（２）、議会の議決を経た工事請負契約について、当該議決に係る契約金額がその100分の

10を超えない範囲（当該金額が500万円を超える場合にあっては、500万円以内）で変更するこ

と。 

 報１－２をお開きください。専決処分書です。地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第

１項の規定に基づき、白老町議会会議条例（平成20年条例第51号）第８条の規定により町長に

おいて専決処分することができる事項について、次のとおり専決処分する。 

 令和３年７月19日専決。白老町長。 

 １、工事名、令和２年度施行、バンノ沢川砂防工（第５支渓）。 

２、現請負金額、9,878万円。 

３、新請負金額、１億232万2,000円（354万2,000円増）。 

４、概要、地質細部調査の結果、当初設計時における軟弱地盤想定範囲に差異が生じたこと

から、地盤改良工に伴う数量精査を行い、請負金額を増額変更する。 

 なお本件の専決処分について、７月19日付けとなってございますが、地方自治法第180条に基

づき、専決処分をした場合における議会に報告すべき時期につきましては、法律上明文規定は

ないものの速やかな報告を求めるということが趣旨になっており、次の議会において報告する

ことが原則であることから本件の報告が遅れましたことをお詫び申し上げます。 

○議長（松田謙吾君） ただいま提出者からの説明がありましたが、この件に関して何かお尋

ねしたいことがありましたらどうぞ。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松田謙吾君） なしと認めます。 

 報告第１号は、これをもって報告済みといたします。 

                                          

      ◎陳情第１号 白老町民温水プールの管理に関する陳情 

○議長（松田謙吾君） 日程第６、陳情第１号 白老町民温水プールの管理に関する陳情を議

題に供します。 

お諮りいたします。 

本陳情については、会議規則第76条第１項及び第77条の規定に基づき、総務文教常任委員会

に付託の上、休会中の審査とすることにいたしたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松田謙吾君） ご異議なしと認めます。 

陳情第１号 白老町民温水プールの管理に関する陳情は総務文教常任委員会へ付託の上、休

会中の審査とすることに決定いたしました。審査方、よろしくお願いいたします。 

                                         

      ◎散会の宣告 

○議長（松田謙吾君）  以上で本日の日程は全部終了いたしました。 
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 議長より、念のため申し述べておきます。 

明日、８月28日から９月30日までの間は、休会となっていますのでご承知願います。 

 本日は、これをもって散会いたします。 

                               （午前１０時２２分） 
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